
























































































２０１７年１２月吉日 

 

プリムローズさがみ野管理組合 

組合員の皆様へ 

 

プリムローズさがみ野管理組合 

第１５期通常総会決議に基づく 

変更部分の管理規約等配付のご案内 

（民泊に関する件） 

 

２０１７年１２月１６日（土）に開催しました当管理組合第１５期通常総会において、

下記の管理規約原本および使用細則（以下管理規約等）の変更が承認されました。 

つきましては、変更部分の管理規約等の写しを組合員に配付いたします。 

変更部分（本紙）につきましては、お手持ちの管理規約と一緒に保管して頂き、内容を

十分にご理解頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

改正比較表 

使用細則 第１条 

（専有部分及び専用使用部分の使用） 現行 

使用細則 第１条 

（専有部分及び専用使用部分の使用） 改定 

1. 規約に定められた用法に違反する行為をす

ること。 

2. 共用部分い影響を及ぼす変更をすること。 

・ 

・ 

20.その他公序良俗に反する行為及び他の居住

者に不快感、迷惑、危害を及ぼす行為をす

ること。 

 

 

 

 

1～20 変更なし 

 

 

 

 

21.区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業

法第３条第１項の届出を行って営む同法第

２条第３項の住宅宿泊事業に使用してはな

らない。 

 



２０１７年１２月吉日 

 

プリムローズさがみ野管理組合 

組合員の皆様へ 

 

プリムローズさがみ野管理組合 

 

第１５期通常総会決議に基づく 

変更部分の管理規約等配付のご案内 

（防犯カメラ運用細則） 

 

２０１７年１２月１６日（土）に開催しました当管理組合第１５期通常総会において、下記

の管理規約原本および使用細則（以下管理規約等）の変更が承認されました。 

つきましては、変更部分の管理規約等の写しを組合員に配付いたします。 

別紙の変更部分につきましては、お手持ちの管理規約と一緒に保管して頂き、内容を十分に

ご理解頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 



防犯カメラ運用細則 
  

第１条（趣旨） 

この細則は、プリムローズさがみ野管理規約（以下「規約」という。）第１８条（使用細則）の規定に基

づき、プリムローズさがみ野の防犯カメラの管理、運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
第２条（目的） 

防犯カメラは、区分所有者、占有者の防犯、犯罪の抑止および建物・設備・備品等の管理組合の共有財

産の維持保全に資することを目的とし設置する。防犯カメラ機器により録画された映像の記録（以下「記

録映像」という。）は管理組合の所有となり、その運用と管理については、プライバシーに充分配慮するも

のとする。 
 
第３条（閲覧） 

次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議を経て、防犯カメラの記録映像を閲覧することが

できるものとする。ただし、理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、プリムローズさがみ野管理組

合より委託を受けた管理受託会社及び理事長もしくは理事１名の判断により閲覧できるものとする。この

場合理事長もしくは理事１名ならびに管理受託会社は、事後速やかに理事会に報告しなければならない。 
一 犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合 
二 前号の行為の予防保全措置を講じる必要性が極めて高いと認められる場合 
三 警察からの要請があった場合もしくは法令に基づく要請があった場合 
四 理事会が必要と認めた場合 

２ 前項の記録映像の閲覧を申請する場合、所定の書面（別記様式「記録映像閲覧・貸与申請兼誓約書」）を

管理組合に提出しなければならない。 
 
第４条（立会） 

防犯カメラの記録映像を閲覧しようとする場合は、申請者、事件・事故関係者（要請があった場合の警

察官を含む）、理事もしくは理事より委託を受けた管理受託会社等が立会うものとする。 
 
 
第５条（守秘義務） 

前条による立会者は、記録映像内容および関連情報について守秘義務を負うものとする。 
２ 区分所有者および占有者は、防犯カメラの位置等を第三者に口外してはならない。 
 
第６条（貸与） 

管理組合は警察および公的機関より記録映像の貸与を求められた場合、理事会の決議を経なければなら

ない。 
 
２ 前項の場合において、管理組合は貸与の相手方に対し、利用目的、貸与期間、第三者利用の制限、返却

方法等について所定の書面（別記様式「記録映像閲覧・貸与申請兼誓約書」）を提出させなければならない。 
 
第７条（保存、取扱い） 

管理組合は、記録映像を一定期間保存するものとし、この期間が経過したときは順次消去するものとす

る。ただし、特に必要な場合は、この限りではない。 



２ 第６条で理事会の承認を得て貸与された記録映像は返却後、管理組合で責任をもって処分する。 
 

第８条（画像監視） 

記録映像は防犯カメラ機器の点検整備・作動確認の際や第３条第１項の場合のみ確認するものとし、常

時の画像監視は行わないものとする。 
 
第９条（保守） 

管理組合は防犯カメラ機器、記録映像の点検整備を適正に管理するものとする。 
２ 管理組合は前項の業務を第三者へ業務委託する際は、適切な管理が確保される旨を書面で定めるものと

する。 
 

第１０条（運用細則の効力および遵守義務） 

この運用細則は、組合員の包括承継人および特定承継人に対しても、その効力を有する。 
２ 占有者は、組合員がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対しても

この運用細則に定める事項を遵守させなければならない。 
 
第１１条（運用細則外の事項） 

この運営細則に定めのない事項が生じた場合は、理事会にて協議を行い決定する。 
 
第１２条（運用細則の改廃） 

この運用細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。 
 
附則 

第１条（施行） 

この細則は、第１５期通常総会開催日（承認日）から効力を生ずる。 



別記様式 

記録映像閲覧・貸与申請兼誓約書 

 

プリムローズさがみ野管理組合  御中 

申請日 年     月  日 

住所  

申請者 印 

電話 －        － 

私は、「プリムローズさがみ野 防犯カメラ運用細則」（以下「本細則」という。）第３条第２項及び第６条第２項

の規定にもとづき、下記内容による防犯カメラ機器の記録映像の閲覧・貸与を申請します。 

 なお、申請に際しては、映像内容および関連情報について守秘義務を負うほか、本細則に定められている事項

を誠実に遵守することを誓約します。 

依頼種別 閲覧   ・   貸与 

申請理由  

対象となる 

記録映像の日時 
年  月  日  時  分～    年  月  日  時  分迄 

対象となる 

記録映像のカメラ 
 

貸与期間 年  月  日～    年  月  日迄 

                  

             殿 

上記防犯カメラ機器の記録映像の貸与申請を（ 許可します ・ 却下します ）。 

却下する理由  

プリムローズさがみ野管理組合 

年   月   日   理事長              印 

【備考】 

１． 当マンションの防犯カメラ機器の記録映像は一定期間経過後、上書き消去される方法となっております。ま

た、録画記録の取出しには専用機器の手配が必要となる場合があります。貸与の申請は、出来る限り早く管理

組合へお申し出ください（貸与手続きにも時間を要しますのでご注意ください）。 

２． 録画記録の閲覧については、原則として平日午前８時３０分から午後４時３０分の間に行います。 

 

記録映 像閲覧日     年  月  日（確認者     印） 

記録映像 貸与日     年  月  日（確認者     印） 

記録映像 返却日     年  月  日（確認者     印） 
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